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議会運営委員会 

 

令和２年９月１８日午前９時００分から第一会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

◎嶋田 善行     ○伴  吉晴      溝部真紀子 

齋藤 文夫      横田 敏文      木澤 正男 

奥村 容子 

    坂 口 議 長 

 

２．理事者出席者 

総 務 部 長  巻 昭男 

 

３．会議の書記 

議会事務局長         佐谷 容子    同  係  長  岡田 光代 

 

４．審査事項 

別紙のとおり 
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総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会（午前９時００分） 

署名委員 伴委員 溝部委員 

 

 おはようございます。 

全委員出席されておりますので、ただいまから、議会運営委員会を開会し、

本日の会議を開きます。 

最初に、本委員会の会議録署名委員を私から指名いたします。 

会議録署名委員に、伴委員、溝部委員のお二人を指名いたします。お二人に

は、よろしくお願いいたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布いたしておりますレジメのとおりでござ

いますので、レジメに沿って進めてまいりたいと思います。 

初めに、１．協議事項、（１）令和２年第３回斑鳩町議会定例会について

を議題といたします。 

付議議案の取扱いについて協議いたします前に、認定第６号 令和元年度

斑鳩町水道事業会計決算の認定について、議案に付された資料に誤りがあっ

たということですので、まず、これについて総務部長から説明を受けること

といたします。 

 巻総務部長。 

 

 おはようございます。 

令和２年第３回斑鳩町議会定例会、初日の令和２年８月３１日に提出いた

しました、認定第６号 令和元年度斑鳩町水道事業会計決算の認定につきま

して、令和元年度斑鳩町水道事業会計決算書に誤りがございました。大変申

し訳ございませんでした。 

誤りの内容は、令和元年度斑鳩町水道事業決算書のⅡ水道事業報告書類 

１．概況、（２）議会議決事項のなかの、議案第３９号、議案第５７号、認

定第６号、議案第６５号及び議案第７０号の議決年月日が、それぞれ「令和

２年」となっておりましたが、正しくは「令和元年」でございます。この訂

正につきまして、議長、委員長ならびに議員みなさまには、たいへんご迷惑

をおかけいたしますが、議案の訂正の取り扱いにつきまして、何とぞ、ご配

慮をお願い申しあげます。なお、この訂正につきましては、この後、文書に
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

て提出させていただきたいと考えております。よろしくお願い申しあげま

す。 

  

ただ今説明ありました認定第６号にかかる資料の誤りについてですが、こ

の取扱いについて、議長、副委員長とも相談いたしましたところ、誤りの内

容が当然、訂正されてしかるべきものでありますが、しかし決算の内容を変

更するものでもございませんでしたので、町長から公文書を提出していただ

き、最終日の本会議で議案の訂正についてお諮りすることにしてはどうかと

考えております。なお、付託先であります決算審査特別委員会においては、

あらかじめ理事者から訂正について説明を受け、委員皆さんの了解のもと認

定の審査がされましたことを申し添えます。 

このように取り扱うこととしてよろしいでしょうか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、議案の訂正については、公文書を町長から議長に提出していた

だき、最終日の日程に「議案の訂正について」ということで追加することと

いたします。 

次に、①付議議案の取扱いにつきまして、お手元の委員会付託議案の審査

結果をご覧いただきたいと思います。 

各常任委員会・特別委員会に付託されました１９議案は、いずれも満場一

致で可決・認定・採択すべきものとされております。いずれの議案につきま

しても、最終日の本会議で採決となりますが、ここで、討論の有無について

確認させていただきたいと思います。 

討論等を予定されている議案、あるいはまた、討論の予定があるとお聞き

になっている議案などがありましたら、議長次第にも関わってまいりますの

で、あらかじめお聞かせいただけたらと思いますが、ございませんでしょう

か。 木澤委員。 

 

認定第２号の、一般会計決算については、反対いたします。 
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議会事務
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委員長 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、認定第２号 令和元年度斑鳩町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついては、討論を予定されているということで確認させていただきます。 

なお、本会議における討論につきましては、これまでの例により、賛否の

討論者をそれぞれ１名ずつとすることで確認しておきたいと思いますが、ご

異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

賛否の討論は、各１名ずつということで、確認しておきます。①付議議案

の取扱いについては、以上で終わります。 

次に、②要望書等の取扱いについてを議題といたします。これまでに１件

の文書をお受けしております。この取り扱いについてご協議いただきたいと

思います。 

まず初めに、この文書を受けた経緯などについて、簡単に事務局から説明

をお願いいたします。 佐谷議会事務局長。 

 

 おはようございます。令和３年度 理科教育設備整備費等補助金予算計上

についてのお願いについてでございます。 

公益社団法人 日本理科教育振興協会会長から郵送されてきたもので、９

月１６日に受け付けをいたしました。内容といたしましては、昨年とほぼ同

じ内容で、小・中・高等学校の理科教育の実態について教育委員会に確認し、

理科教育環境整備向上のため、積極的な予算措置を求めるものでございま

す。なお、本町教育委員会に確認いたしましたところ、要望通りに対応して

いることを確認しておりますことを申し添えます。以上です。 

 

ただいま議会事務局長から説明がありましたが、この取り扱いについて、
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委員皆さまのご意見をお聞きしたいと思いますが、目を通していただく時間

を確保するため９時１０分まで休憩いたします。 

 

（ 午前９時０６分 休憩 ） 

（ 午前９時１０分 再開 ） 

 

再開いたします。 

それでは、この要望書の取り扱いについて、委員皆さまのご意見をお聞き

したいと思います。 木澤委員。 

 

局長のほうでも確認していただいていますけど、例年これについては町の

ほうはもう対応していただいているということですので、議員配布にとどめ

ていただければと思います。 

 

ほかの委員皆さまどうですか。これはもうすでに斑鳩町の場合は、この内

容でやっているということで、配布にとどめるということでよろしいです

か。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、ただいま議題となっております文書につきましては、各議員に

配布にとどめるということで確認をしておきます。 

②要望書等の取扱いについては、以上で終わります。 

次に、③追加日程についてを議題といたします。お手元の追加日程表をご

覧いただきたいと思います。 

追加日程１．議案の訂正については、先ほど協議いただきましたが、認定

第６号の認定を諮っていただく前に、議案の訂正について諮っていただきま

す。 

次に、追加日程２．発議第６号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書について、委

員会発議で意見書が提出されるものです。 
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次に、追加日程３．発議第７号 義務教育全学年で少人数学級を実現する

ことを求める意見書について、議員発議で意見書が提出されるものです。 

次に、追加日程４．発議第８号 ＰＣＲ検査のさらなる拡充を求める意見

書について、議員発議で意見書が提出されるものです。 

次に、追加日程５．研修会への参加派遣についてですが、８月３１日開催

の全員協議会で議会事務局長より各種研修について、期限を定めず延期とさ

れているとの報告がありましたが、正副議長研修会について、開催通知が届

きましたので、追加日程として参加派遣計画書をあげるものです。 

現在までに追加提案を予定されているものはこの５件ですが、この他に、

提案等を予定されているもの、あるいはまた、提案等の予定があるとお聞き

になっているものはございますか。 

 

（ な  し ） 

 

議員提案の予定は、現時点ではないものと確認しておきます。 

追加日程として予定されているものは以上ですが、これまでのところ、質

疑、ご意見があれば、お受けいたします。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、最終日の議事運営については以上のように進めさせていただき

ますので、議長には、進行方よろしくお願いいたします。 

（１）令和２年第３回斑鳩町議会定例会については、以上で終わります。 

次に、（２）次期定例会の日程についてを議題といたします。 

皆さんのお手元にお配りしております日程案について、事務局から説明を

お願いいたします。 佐谷議会事務局長。 

 

 それでは、次期定例会の日程案につきまして、ご説明させていただきます。

１１月３０日（月）を初日とし、１２月１６日（水）を最終日とする、会期

１７日間の案をお示ししております。 

まず、１１月３０日（月）を初日とし、本会議終了後に広報発行常任委員
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

会を開催、１２月１日（火）から２日（水）は休会、３日（木）、４日（金）

を一般質問とし、７日（月）は建設水道常任委員会、８日（火）は厚生常任

委員会、９日（水）は総務常任委員会、１０日（木）は休会、１１日（金）

は議会運営委員会、１２日（土）から１５日（火）までは休会とし、１６日

（水）を最終日とする、会期１７日間の案でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

ただいま事務局長から説明のありましたことについて、質疑､ご意見があ

れば、お受けいたします。 木澤委員。 

 

初日を１１月３０日にしていますけど、９月議会とかだったら後押すとい

うことで、８月３０日からスタートしてましたけど、次回はこれはなんでま

た３０日から初日になってるんですか。 

 

年末ということもありますし、主な理由はそれですね。１６日で、最終日

が１６日になっておりますが、１日ずらしますと、ひょっとして１７日の金

曜日やなしにそのあとの月曜日になる恐れがあるかもしれませんので、一応

こういう形にさせていただきました。 

 

きちっと説明できる理由があるということであれば、特に異議はございま

せん。 

 

ほか、委員皆さんどうですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

それでは、１２月定例会の日程は、お手元の日程表の案のとおり予定をし

ておくということで、委員会として確認しておきたいと思いますが、ご異議

ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 
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異議なしと認めます。１２月定例会の日程につきましては、予定というこ

とで確認しておきます。 

総務部長のほうから他に何か報告等はありますか。 

 

   （ な  し ） 

 

総務部長には、他の公務もありますので、ここで退席していただくことと

いたします。どうもお疲れさまでございました。 

暫時休憩いたします。 

  

（ 午前９時１５分 休憩 ） 

（ 午前９時１５分 再開 ） 

 

再開いたします。 

次に、（３）今年度の検討事項についてを議題といたします。①政治倫理

条例については、前回の委員会で、事務局のほうでもう少し調査するという

ことで終わっていたかと思います。 

事務局の説明を求めます。 佐谷議会事務局長。 

 

前回の委員会でご指示のあった、他市町村の政治倫理条例における役員排

除や出資率、年報酬等にかかる条項の調査でございますが、まだ完了してお

りません。申し訳ございませんが、資料が完成いたしましたならば、次回委

員会までに委員さんに配布させていただきたいと思いますので、ご理解くだ

さいますようお願いいたします。 

 

それでは、①斑鳩町政治倫理条例の見直し検討については次回までに資料

を配布し、次回、その資料にもとづき意見をお聞きするということで確認を

しておきます。 

また、令和元年度の議会運営委員会で協議しておりました「斑鳩町議会議

長交際費支出基準」の運用について、昨年１２月１３日の当委員会で、長い
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スパンで意見交換を行い、協議していくこととなっておりましたので、次回

以降のこの件についても協議していきたいと考えております。 

これらについてご意見、ご質問があれば、お受けいたします。 

 

（ な  し ） 

 

１．協議事項については、以上で終わります。 

次に、２．その他について、各委員から質疑、ご意見等があれば、お受け

いたします。 伴副委員長。 

 

 前回のこの議会運営委員会で、町長の、定例会初日の提出議案説明につい

て、意見があったんですが、それから私自身も考えて、いろいろどうかなと

いう形で思っておったんですが、ちょっと皆さんに協議してほしいなと思う

ことがありまして、今回手挙げさせていただいた次第です。何かといいます

と、やはりちょっと細かすぎるといいますか、結局特に補正の議案について、

１つの項とか款とかの部分まで説明があると。どっちみち、これ委員会で重

複した説明になってるの違うかなと思いもありまして、もう少し省略という

表現はなんとも言えませんけど、二重に重複する部分は、もう少し簡潔にし

ていただいたほうがいいん違うかなという思いがありまして、今回ちょっと

皆さんに協議していただければと思って手を挙げさせていただきました、以

上でございます。 

 

ただいま、伴副委員長から、６月議会と９月議会は新型コロナウイルス感

染症拡大予防の観点から、町長の提出議案説明の一部省略とされましたが、  

今後、本文を朗読される場合も、現在よりも簡潔な内容とされてはいかがか

というご意見ですが、これについて、各委員からご意見等があれば、お受け

いたします。 横田委員。 

 

伴委員おっしゃったように、もう少し簡潔に、重複しないように発言して

もらったらいいかなと思います。以上です。 
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木澤委員。 

 

伴委員がおっしゃったのは、そもそものいつも文書で提出議案説明いただ

いていますけど、文書自体をカットするということですかね。読むのを簡略

化するということではなくて、あれは理事者のほうがつくっているものにな

りますんで、議会のほうから理事者に対して、文書自体、もう簡略化するよ

うにということを求めるという話ですか。 

 

私はそう思っております。はっきり言って、先ほど申しましたように、委

員会で同じような説明が議案書とともにありますんで、その分は割愛できる

ん違うかという思いで、やはり議事の密度を濃くするという意味でそういう

ような形がいいん違うかということで提案させていただきました。 

 

これについては前回ですか、木澤委員さんのほうから町長の提出議案説明

については、文書で配布されておるので、省略してはいかがかと、そういう

ふうなご意見もいただきましたんで、そのことも含めてまた検討していきた

いと思いますが、よろしいですか。今結論を出すということやなしに。 

 

（ 異議なし ） 

 

そしたらそのようにさせていただきます。 

ほかにご意見ございませんか。 横田委員。 

 

ちょっと事務局に確認をしてほしいんですけど、今日、新聞のほうにね、

下市町議会の倫理調査特別委員会ができたということで、内容については一

般質問の回答を理事者側が別の議員に答えたということで記事ありました

けども、わかります、言っていること。新聞あとあれしますけど。 

 

今日の奈良新聞に載ってたんですけれども、一般質問の答弁が事前に漏れ

てたということが記されていました。それね、質問者に漏れてたんか、ほか

の議員に漏れてたんかというのはちょっと新聞のあれではわからないんで、



 - 11 - 

 

 

横田委員 

 

委員長 

 

議会事務

局長 

 

委員長 

 

 

横田委員 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこらへんも含めて。 

 

もし状況わかったらちょっと確認いただければなと思って。 

 

佐谷議会事務局長。 

 

大変申し訳ございません、ちょっと事情がまだ私のほうわかっておりませ

んけれども、できる限り調査させていただきたいと思います。 

 

その調査結果は、また次回の議運で説明していただくんか、それとも横田

委員さんに直接。 

 

皆さんに教えてもらったらいいんじゃないですかね。 

 

そしたら次回の議運で、局長から説明していただくということで、よろし

いですか。 

 

（ 異議なし ） 

 

そしたらそのようにお願いいたします。 

 ほかにございませんか。 坂口議長。 

 

私のほうから、最近、議会に配布される資料のことについてですけれども、

近年、議案書とともに、配布されている資料の量が非常に多くなってきてる

ように思うんです。理事者に聞いたところ、予算や決算関係では法令で必要

とされている書類以外に、多くの資料が添付されているということです。こ

ういうことなんで、今後、予算審査や決算審査に必要と法令で定められてい

る書類以外のものは、議員懇談会などで事前に配布していただき、議案書と

してではなく、参考資料として取り扱っていくなど、理事者とも相談し、精

査していってはどうかというふうに考えておりますので、議会運営委員会の

皆さまにおいて意見をいただければというふうに思っております。 
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委員長 

 

 

 

 

 

木澤委員 

 

 

委員長 

 

齋藤委員 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

ただいま、議長から、本会議に配布される資料について、予算や決算の審

査に必要と定められている書類以外の資料は、議員懇談会などで事前に配布

していただき、議案書としてではなく、参考資料として取り扱っていっては

どうかというご意見ですが、これについて、各委員からご意見等があれば、

お受けいたします。 木澤委員。 

 

資料をなくすというのではなくて、別の形で配布していただけるというこ

とであれば、あとは議長にお任せしますんで、話詰めてもらったら。 

 

ほかの委員さんどうですか。 齋藤委員。 

 

参考資料をもらって、それについて例えば決算なり、予算なりの質問も可

能ということですか。 

 

もちろん、そうです。 

ほか、ございませんか。 

暫時休憩いたします。 

 

（ 午前９時２５分 休憩 ） 

（ 午前９時２６分 再開 ） 

 

 再開いたします。 

 ただいま、議長からの申し出がありましたが、委員さんの中から、もう議

長にお任せしてはどうかというご意見をいただきまして、議長と理事者で話

し合っていただくと、ただし、予算決算のことに限るということにしておき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。それでは、議長のほう、よろしくお取り計らいお願
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

いいたします。 

ほかにございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

議長から何かございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

事務局から、何かございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、私より、議会運営委員会の先進地視察について、今年度は新型

コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、視察は行わないことにし

たいと考えておりますが、よろしいでしょうか。 

  

（ 異議なし ） 

 

 異議なしと認めます。 

それでは、議会運営委員会の先進地視察は、今年度は行わないことを確認

しておきます。 

これをもって、その他については終わります。 

それでは、継続審査について、お諮りいたします。 

お手元にお配りしております申出書のとおり、当委員会として引き続き調

査を要するものとして、このように決定することにご異議ございませんか。 

 

   （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、よ
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委員長 

ろしくお取り計らいをお願いいたします。 

以上をもちまして、本日予定しておりました案件は全て終了いたしまし

た。 

なお、本日の委員長報告のまとめについては、正副委員長にご一任いただ

きたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

   （ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、これをもって本日の議会運営委員会を閉会いたします。 

どうもお疲れさまでございました。    

            

      （ 午前９時２８分 閉会 ） 

 


